
DECEMBER

HANASOU 4

平
成
21
年
秋
の
褒
章

桜
が
丘
二
丁
目
の
山
室
信
一
さ
ん

が
、
政
治
思
想
史
研
究
功
績
に
よ
り

紫
綬
褒
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

第
13
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

北
ノ
堂
地
区
の
吉
村
晃
さ
ん
が
、

警
察
功
労
に
よ
り
瑞
宝
双
光
章
を
受

章
さ
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

不
妊
治
療
費

不
妊
治
療
費
の
一
部
助
成

部
助
成 

不
妊
治
療
費
の
一
部
助
成 

不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
夫
婦

に
対
し
て
、
そ
の
治
療
に
要
す
る

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
者

京
都
府
内
に
引
き
続
き
１
年
以

上
住
ん
で
い
る
夫
婦
（
事
実
婚

を
含
む
）
で
、
各
種
医
療
保
険

に
加
入
し
て
い
る
方

▼
助
成
対
象
治
療

不
妊
治
療
の
う
ち
、
保
険
適
用

の
あ
る
治
療

▼
助
成
額

不
妊
治
療
に
要
す
る
被
保
険
者

負
担
額
の
２
分
の
１
（
助
成
金

の
限
度
額
は
、
１
年
度
の
診
療

に
つ
き
３
万
円
）

▼
申
請
方
法

診
療
日
か
ら
１
年
以
内
に
、
所

定
の
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添

え
て
、
直
接
、
左
記
の
と
こ
ろ

へ
。

▼
提
出
書
類

不
妊
治
療
助
成
金
交
付
申
請
書
・

不
妊
治
療
医
療
機
関
証
明
書

▼
請
求
方
法

不
妊
治
療
助
成
金
請
求
書
を
左

記
の
と
こ
ろ
へ
。

○
申
請
・
請
求
・
問
い
合
わ
せ

衛
生
課
保
健
衛
生
係

（
4

９
５
―
１
９
０
５
）

（
6

９
５
―
３
９
７
４
）

京
都
府
で
は
、
保
険
診
療
に
よ
る

不
妊
治
療
に
加
え
、
体
外
受
精
や
顕

微
授
精
を
受
け
た
夫
婦
の
経
済
的
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
そ
の
治
療

に
か
か
っ
た
費
用
の
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

▼
対
象
治
療

体
外
受
精
・
顕
微
授
精
（
特
定
不

妊
治
療
）

※
卵
子
採
取
に
至
ら
な
い
場
合
を

除
き
ま
す
。

▼
対
象
者

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
方

◆
夫
婦
の
両
者
、
ま
た
は
い
ず
れ

か
が
京
都
府
内
（
京
都
市
を
除

く
）
に
お
住
ま
い
の
夫
婦

◆
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る
夫

婦
◆
府
が
指
定
し
た
医
療
機
関
で
治

療
を
受
け
ら
れ
た
夫
婦

◆
特
定
不
妊
治
療
で
な
い
と
妊
娠

が
見
込
め
な
い
か
、
極
め
て
少

な
い
と
医
師
に
診
断
さ
れ
た
夫

婦
◆
夫
と
妻
の
前
年
所
得
の
合
計
額

が
７
３
０
万
円
未
満
で
あ
る
夫

婦

▼
概
要

１
回
の
治
療
に
つ
き
15
万
円
ま

で
、
１
年
度
（
４
月
１
日
〜
翌
年

３
月
31
日
）
当
た
り
２
回
を
限
度

と
し
、
通
算
５
年
間
助
成
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

※
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

が
、
既
に
ほ
か
の
地
方
自
治
体

で
行
っ
て
い
る
特
定
不
妊
治
療

費
の
助
成
を
受
け
た
場
合
は
、

こ
れ
を
京
都
府
の
助
成
と
見
な

し
て
計
算
し
ま
す
。

▼
申
請
期
限

原
則
と
し
て
治
療
が
終
了
し
た
日

の
属
す
る
年
度
内

○
申
請
・
問
い
合
わ
せ

◆
山
城
南
保
健
所

（
4

７
２
―
４
３
０
０
）

◆
衛
生
課
保
健
衛
生
係

（
4

９
５
―
１
９
０
５
）

（
6

９
５
―
３
９
７
４
）

家
屋
の
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
で
現
存
す
る
も
の
に
課
税
さ

れ
ま
す
。

取
り
壊
し
た
建
物
は
、
翌
年
度
か
ら

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

家
屋
を
取
り
壊
し
た
り
年
内
に
取
り
壊

す
予
定
の
あ
る
方
は
、
左
記
の
と
こ
ろ
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

登
記
し
て
い
る
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
で
、
管
轄
の
法
務
局
で

滅
失
登
記
の
手
続
き
を
し
た
方
は
、
申
し
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
問
い
合
わ
せ

税
務
課
固
定
資
産
税
係

（
4

９
５
―
１
９
１
６
・
6

９
５
―
３
９
７
４
）

吉村晃さん

山室信一さん
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子育て応援特別手当（平成21年度版）の支給停止が10月、政府で決定さ
れました。
町では12月中旬以降、支給対象世帯に申請書を送付できるよう、準備を
進めてきました。しかしこの決定により、精華町も同手当の支給を停止す
ることになりました。
皆さんのご理解をお願いします。

支給対象者のみなさまへ
平成21年10月15日

厚生労働大臣　長妻　昭

お詫び
子育て応援特別手当（平成21年度版）の執行停止について

皆様に、お詫びを申し上げなければならないことがございます。
子育て応援特別手当（平成21年度版）に関しまして、その趣旨を活か

しつつ、より充実した新しい「子ども手当」の創設など、子育て支援策
を強力に推進するため、執行を停止させていただくことといたしました。
この子育て応援特別手当（平成21年度版）では、本年度において小学

校就学前３年間に属するお子様一人あたり、３万６千円を支給すること
となっていました。
支給対象者の皆様をはじめ、多くの方々に大変なご迷惑をおかけいた

しましたことを心よりお詫び申し上げます。
私どもといたしましては、安心して子どもを育てられる社会の構築に

向けて、より一層の努力を続けてまいる所存でございます。
今後ともご指導を賜りますよう何卒、宜しくお願い申し上げます。

○問い合わせ 児童育成課 (4 95_1917・6 95_3974)

所
得
税
な
ど
の
電
子
申
告
（
ｅ
―
Ｔ

ａ
ｘ
）
を
利
用
さ
れ
る
場
合
、
電
子
証

明
書
が
必
要
で
す
。
事
前
に
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
を
取
得
し
、
電
子
証
明
書

の
発
行
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
各
申
請
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

全メーカー電化・OA･石油・ガス製品・ 
太陽熱ソーラー（発電）・増改築から 
エクステリアまで各種工事。 

木津川店 

電
子
証
明
書 

平成21年度版 子育て応援特別手当 

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

既
に
電
子
証
明
書
を
取
得
さ
れ
て
い

る
方
は
、
有
効
期
間
（
３
年
）
が
過
ぎ

て
い
な
い
か
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間
は
、
平
日
午
前
８
時
30

分
〜
正
午
・
午
後
１
時
〜
５
時
で
す
。

手
続
き
は
約
30
分
か
か
り
ま
す
。

年
末
年
始
は
更
改
作
業
の
た
め
、
電

子
証
明
書
の
発
行
・
失
効
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
発
行
・

失
効
の
停
止
期
間
は
、
12
月
25
日
�
午

後
５
時
〜
平
成
22
年
１
月
４
日
午
前
８

時
30
分
で
す
。

※
平
成
21
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

を
申
告
期
限
内
に
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
行

う
（
注
）
と
、
所
得
税
額
か
ら
最
高

５
０
０
０
円
の
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
19
年

分
ま
た
は
20
年
分
の
確
定
申
告
で
、

こ
の
控
除
の
適
用
を
受
け
た
方
は
、

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
注
）
本
人
の
電
子
署
名
と
電
子
証
明

書
が
必
要
で
す
。

※
電
子
証
明
書
に
つ
い
て
は
公
的
個
人

認
証
サ
ー
ビ
ス
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

（http://w
w
w
.jpki.go.jp/

）、
ｅ
―
Ｔ

ａ
ｘ
に
つ
い
て
は
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.e
-

tax.nta.go.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ

住
民
課
総
合
窓
口
係

（
4

９
５
―
１
９
１
５
）

（
6

９
５
―
３
９
７
４
）

訂正とお詫び

先月号８ページ左下「青少年健全
育成標語」の入賞者の記事で、小学
生の部に下記の誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。
【誤】川西小６年 北脇 まみ
【正】川西小５年 北脇 まみ

【誤】山田荘小６年 境 秋香
【正】山田荘小５年 境 秋香



�� �)�"�/�"�4�0�6

�%�&�$�&�.�#�&�3


\�Æ�-�¢
ƒ�-�¢
H�3�~�Ê�½
k
‡�]
k
H�3

€	��x�Á�‰

	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�'�w
€	��w ��
Œ
€	��0	Å	��w�O�j �z
\
�Æ�-�¢
H�3�q�Ê�½
k
‡�]
k
H�3�¢
H�3
¶�»�U�˜�p�b�”�\�q�£
�x�z	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�w�'�w
€	��›�Á�‰�p	!�Z�’�•�‡�b�{
�Á�‰
€	��w�0	Å	��p�z���å�
�D�
�Ô�Ž�ñ�t
^�Z�Ê�•�8�Ö�^�•
�h�M�x�z�ô
\�]�‡�p�S�ð�M�ù�˜�d�X�i�^�M�{


Î�º�w�©�•�;���p
€	��b�”	Ô�ù
�˜�N
Î�º�w�©�•�;���p
€	��b�”	Ô�ù�x�z�©�•�;���t�'�ÿ�™�z

�ô
\�]�p�¬
…
Û�r
�
e�›�`�o�X�i�^�M�{�0	Å�t�˜�p�b�”�T�›
�¬�Ý�™�®	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�'�w
€	��J�¯�›�S�I�`�`�‡�b�{

€	��w�M�t�©�•�;���•��	Z�`�o�X�i�^�M�{


Î�Ž�w�©�•�;���p
€	��b�”	Ô�ù
�˜�N
Î�Ž�w�©�•�;���p
€	��b�”	Ô�ù�x�z�M�l�h�œ�©�•�;��

�p
¶�¹�›�S�§
÷�M�X�i�^�M�{
€	��™�z�Í�w�‹�w�›�Ë�l�o�z��

R22�å���D 31�Ô�‡�p�t�ô
\�]�p	����V�›�`�o�X�i�^�M�{
ž�A
	{�¨�›��	Z�™�z	ù�*�›�&�o
÷�M�í�`�‡�b�{
�~	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�'�w
€	��A	Â
�~
€	��Ì�t�©�•�;���U
C�æ�`�h�–	)	{ ( 	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�'

�w
€	��w�Ú�¹�U
ü�T�”�‹�w )
�~�¹�� ( �Ý�Š�¹ )
�~
€	�	��Ê�[�w�Ü�æ�w�è�¾
�Þ	����V�w�M�z	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�'�w
€	��¬
…
Û�r
�
e	{�z

	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�'�w
€	�
…	•
R
e�{	{�›��	Z�`�o�M�h
�i�V�‡�b�{�\�•�’�x�z�ô
\�]�t�”�M�o�M�‡�b�{

�Ó�ð�M�ù�˜�d
�ô
\�] �-�H�ô
\��
( 4 95_1905�~ 6 95_3974�£


ã�8	!

�~
ã�8�Ï�•�›

	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�w�›�Ã
�ò
›�—�x�§�M�w�p�b�U�z���X�w�ò
›	��x�0	±�w�‡�‡�s
î�`

�o�M�‡�b�{�h�i�`�z�,
Å�ì�ñ�w�K�”�M�z�Û
Ê�^�œ�•�S� �^�œ
�x	O	±�=�b�”�D�ó
Q�U�K�“�z�«�™�U
ž�A�p�b�{

�«
Q�z�u�+�ì�ñ�•	ú�ì�ñ�s�r�w�,
Å�ì�ñ�U�K�”�M�•�z�Û	÷
�¤�w�M�z�Õ�.�Ç�x	O	±�=�b�”�æ�µ�«�U�ô�M�q�^�•�o�M�‡�b�{
�K�’�T�a�Š�z�T�T�“�m�Z�w�©�•�;���t
ì�Š�`�z
ã�8	!

�~
ã
�8�Ï�•�›	ú�U�Z�o�X�i�^�M�{

	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�'�w
€	�

�ë�«�½�ï
€	��w�®�L�q�æ�µ�«
�ë�«�½�ï
€	��x�z	O	±�=�•�®�b�w�w�­�t�x�°���w�®�L�U�8

�4�p�V�‡�b�{�h�i�`�z�ò
›�›�w�Y�®�L�x	Â�Ì�^�•�o�S�’�c�z

€	��`�h�T�’�q�M�l�o�z�ò
›�`�s�M�˜�Z�p�x�K�“�‡�d�œ�{


€	��™�z�x�•�h�“�z
C�ä�w	±	Ý�U	Z�h�“�z�‡�•�t	O�ž�s	±
	Ý�›�¾�V�I�\�b�D�ó
Q�‹�K�“�‡�b�{�\�w�:�›�]�g�r�w�O�Q�z
�x
��w�]
Q�…�p
€	��›	!�Z�o�M�h�i�X�‘�O�S�&�M�`�‡�b�{
�Þ	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�w�ë�«�½�ï�t���b�”�&�Í���x�z�°
\�Ñ

�‡	²�×�”�Ü�Ö�”�´�t���L�^�•�o�M�‡�b�{

�ë�«�½�ï
€	�

…�;�x 3600���p�b�{���s�è�w
€	��›	!�Z�”	Ô�ù�x 2550���p

�b�U�z�
�s�è�q�Ÿ�s�”�©�•�;���p	!�Z�”	Ô�ù�x 3600���p�b�{

€	��‰�•�™�`�y�’�X�w���x�z�ë�«�½�ï
�
Í
:�U	—�s�X�z�1

�l�^�•�o�‹�b�Y�t�x
€	��p�V�s�M�\�q�U�K�“�‡�b�{�\�w	Ô�ù
�x�z�ë�«�½�ï	Z�Y
:�t�(���U�p�V�”�‡�p�S�4�j�M�h�i�X�\�q
�t�s�“�‡�b�{


€	��x�z�©�£�w
Q�…�p	q�Í�æ�M�‡�b�{
�Þ	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²�'�w
€	��t���b�”	Ý�¯�U�!�Ë�b�”	Ô�ù

�U�K�“�‡�b�{���™�w
€	��Ì�8�s�r�t�m�M�o�x�z�˜�N
Î�×�”
�Ü�Ö�”�´�s�r�›�è�a�z	q�Í�S�Œ�’�d�^�•�”�'���p�b�{

�Þ�è�Ã�¤�w�T�T�“�m�Z�©�•�;���U�ë�«�½�ï
€	��›�æ�˜�s�M	Ô
�ù�x�z
€	��D�ó�s�©�•�;���›�®�˜�N�H�Á�©�•�‘�–�c�É�¿�Ä�¯
�p�]�¬�Ý�X�i�^�M�{

�Ó	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²
ì�Š
í�±
�×�˜�N
Î	ý��� �ï�Ñ�ç�¤�ï�²

� �ï�Ñ�¥�Ý�”�³�ã�ï�·�ï�»�”
( 4 075_414_5400�~���Ô�•
²���Ì 30
ü�™�•�™���Ì )
( 6 075_414_5922)

�×�°
\�Ñ�‡	²�w�?�é
ì�Š
í�±
( 4 03_3501_9031�~���Ô�•
² 10�Ì�™�•�™���Ì�£

�×�˜�N
Î�×�”�Ü�Ö�”�´
( �I�U�U�Q�������X�X�X���Q�S�F�G���L�Z�P�U�P���K�Q���T�I�J�O�G�M�V��)

�×�°
\�Ñ�‡	²�×�”�Ü�Ö�”�´
( �I�U�U�Q�������X�X�X���N�I�M�X���H�P���K�Q)


€	��0	Å	���
��
�Û
Ê��
��

�,
Å�ì�ñ�U�K�”�M��
( � 
 �@�™�¤�¶
\�z�Ö
�Ã�ñ	� ) ��
��

� . �Ç ( �
 �@�™	–�¶�Í
	,�¶
² ) ��
��

	–�¶�Í �ÿ�¶�å ( �
 �å

\�™���å
\ )
��

�
�@�°�¬�Ç�w�-�¢	�
��

��
	–�¶�Í�ô�¶�å�z��
��
�¤�¶�Í�z�ô�Í
\
ì�p��

65�@�Ž	Í�w�M��


€	��Ì�8��

11�D���Ô ( �D) �T�’��

11�D���Ô ( �D) �T�’��
��
��
11�D30�Ô( �D) �T�’��
( �©�•�; � � �U�>�Š�h
�Ô�T�’	q�Í
€	��‰�• ) ��
11�D30�Ô( �D) �T�’��
( �©�•�; � � �U�>�Š�h
�Ô�T�’	q�Í
€	��‰�• ) ��

��
R 22�å�
�D�Ž�ñ��
��
��

��
R 22�å�
�D�Ž�ñ��
��
��

��
R 22�å�
�D�Ž�ñ��

�'�ÿ�~
€	�	Ô	t��
�'�ÿ
M (11�D���Ô�T�’ ) ��
�Þ�j���z�q�O�è�Ã�¤�w�©�•

�;���•�{��
�'�ÿ
M (11�D���Ô�T�’ ) ��
�Þ�j���z�q�O�è�Ã�¤�w�©�•

�;���•�{��
��
�'�ÿ
M (11�D�<	f�Ž�ñ ) ��
�Þ�,�Š�$�t�z�T�T�“�m�Z�w

�©�•�;���•�{��
�'�ÿ
M (11�D�<	f�Ž�ñ ) ��
�Þ�,�Š�$�t�z�T�T�“�m�Z�w

�©�•�;���•�{��


€	��s
:��
��
�
�s��
��
�j���
�s��
�Þ�¶�̀ �X�Ô�ø
S� �U�H
M�̂ �•�o�M�”	Ô�ù�x�z

�©�£�q
ì�Š�w	Í�z���s
€	��q�`�o�‹�)
�`�§�Q�K�“�‡�d�œ�{��

��
���s��
��
��
���s��
��

�
�s��
��
���s��
�p�Ø���s ( ���™�U�| ) ��
�Þ�¤�¶�
�å
\�t
ì�p�b�”	��p�K�l�o�‹
€

	��Ì�t 13�@�t�s�l�o�M�s�M�M�x���s
€	��{��

�
�s��


ž�A�s�‹�w��
��
�<� �H�Á	��¾��
��

�T�T�“�m�Z�w�©�•�;���Ž
�Ž�p
€	��b�”	Ô�ù�x�z��

Œ
€	��0	Å	�	Â�Ì	{��
��

�<� �H�Á	��¾�~�H�Á�-�e

ƒ�-�e	�	Â�s�r��
��

�<� �H�Á	��¾�~�H�Á�-�e

ƒ�-�e	�	Â�s�r��
��
�<� �H�Á	��¾�~�H�Á�-�e

ƒ�-�e	�	Â�~	E�½
®�s�r��
��
�H�Á�-�e
ƒ�-�e	�	Â�~�¶

\	Â�~	E�½
®�s�r��
��
�H�Á�-�e
ƒ�-�e	�	Â�~�á
�8�Ô�•	Â�~	E�½
®�s�r��


€	��0	Å	��~
€	��Ì�8�~
€	�	Ô	t�~
€	��s
:�s�r (11�D26�Ô�q�O )



※
こ
の
予
防
接
種
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

※
こ
の
予
防
接
種
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ 

　
に
は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
に
は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。 

※
こ
の
予
防
接
種
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ 

　
に
は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。 

DECEMBER

HANASOU 8

特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
対
象

に
こ
の
ほ
ど
、
11
疾
患
が
加
わ
り
ま

し
た
。
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
と

は
、
治
療
費
の
自
己
負
担
分
を
一
部

ま
た
は
全
額
を
助
成
す
る
制
度
で

す
。
今
回
の
追
加
に
よ
り
、
対
象
は

57
疾
患
と
な
り
ま
し
た
。

新
た
に
対
象
と
な
る
方
は
、
下
記

の
と
こ
ろ
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
追
加
対
象
疾
患

・
間
脳
下
垂
体
機
能
障
害

・
家
族
性
高
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
血

症
（
ホ
モ
接
合
体
）

・
脊
髄
性
筋
萎
縮
症

・
球
脊
髄
性
筋
萎
縮
症

・
慢
性
炎
症
性
脱
髄
性
多
発
根
神

経
炎

・
肥
大
型
心
筋
症

・
拘
束
型
心
筋
症

季
節
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
は
、
10
月
19
日
�
〜
12
月
25

日
�
ま
で
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者

・
接
種
日
現
在
65
歳
以
上
の
方
　

・
接
種
日
現
在
60
歳
以
上
65
歳

未
満
で
、
心
臓
・
腎
臓
・
呼

吸
器
の
機
能
・
ヒ
ト
免
疫
不

全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の

機
能
に
障
害
が
１
級
の
方

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
所
持

者
）

▼
費
用

指
定
医
療
機
関
に
て
１
０
０
０
円

（
対
象
者
の
生
活
保
護
世
帯
は
無

料
）

※
接
種
時
医
療
機
関
に
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

※
指
定
医
療
機
関
な
ど
詳
し
く
は
、

本
誌
10
月
号
・
11
月
号
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
ワ
ク
チ
ン
供
給
量

の
関
係
で
、
実
施
機
関
中
に
予

約
受
付
を
終
了
し
て
い
る
医
療

機
関
が
あ
り
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ

衛
生
課
保
健
衛
生
係

（
4

９
５
―
１
９
０
５
）

（
6

９
５
―
３
９
７
４
）

せいか健康づくり宣言　いきいき健康ウォーク 

今まで歩数計をつけたことはありますか。歩数計をつけてみる
と、普段の生活では意外と歩いていないことに気づいたり、続け
て歩くことの励みになったり、いろんな発見があります。おしゃ
べりを楽しんだり、きれいな景色を見ながら歩くと、自然に歩数
も増えています。楽しみながら、歩数計を持って歩いて、みんな
で健康になりましょう。

「けいはんな記念公園」ウォーク
�日　　時 12月16日(水)

(小雨決行・雨天中止)
午前９時30分、町役場１階・101会議室集合
正午、町役場で解散予定

�行 き 先 けいはんな記念公園(町役場→けいはんな記念公園→
町役場解散)＝約５キロメートル

�定　　員 先着30人
�持 ち 物 お茶などの飲み物・動きやすい服装・くつ・歩数計

※歩数計の種類は問いません。携帯電話の機能でも
OKです。お持ちでない方にはお貸しします(希望
者多数の場合は抽選)。

�申込期間 12月11日(金)まで
午前８時30分～午後５時

�申込方法 電話で下記のところへ。
※ウオーキング中は喫煙マナーを守ってご参加ください。

○申し込み・問い合わせ
衛生課 保健衛生係 (4 95_1905・6 95_3974)

対
象
が
増
え
ま
し
た

特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業

・
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
病

・
肺
リ
ン
パ
脈
管
筋
腫
症
（
Ｌ
Ａ

Ｍ
）

・
重
症
多
形
滲
出
性
紅
斑
（
急
性

期
）

・
黄
色
靱
帯
骨
化
症

○
問
い
合
わ
せ

京
都
府
山
城
南
保
健
所
保
健
室
健

康
担
当

（
4

７
２
―
０
３
６
０
）

（
6

７
２
―
８
４
１
２
）
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年末年始の貸出と受付 年末年始の貸出と受付 年末年始の貸出と受付 むくのきセンター、テニ 
スコート、グラウンド 

(注)精華西中学校は×。 
※テニスコート・グラウンドを年始にご利用の方は、１月４日（月）以降に申請手続きをお願いします。    
※むくのきセンターは12月24日（木）～28日（月）、１月４日（月）のみ、午後５時で閉館します。
○問い合わせ　生涯学習課　社会体育係 (むくのきセンター内) (4 98-0200・6 98-0118)

日　付 

12月24日

12月25日

12月26日 

12月27日

12月28日

１月４日

１月５日 

木 

金 

土 

日 

月 

月 

火 

曜日 
受 け 付 け  貸 し 出 し  

年末年始の休み〔12月29日(火)～１月３日(日)〕 

受 け 付 け  貸 し 出 し  

むくのきセンター テニスコート・グラウンド 

○

× 

× 

× 

× 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

× 

(注)

平成 
22年 

休　館　日 
（受け付けのみ○） 

■町　役　場 

■町立図書館 

■証明書等自動交付機（町役場2階・精華町住民サービスコーナー） 

■下狛郵便局内証明発行 

■かしのき苑 

■精華町交流ホール 

■精華町国保病院 

■むくのきセンター 

■打越台グラウンド・テニスコート、池谷公園テニスコート 

■精華西中学校一般開放（グラウンド・テニスコート・体育館） 

■し尿くみとり 

12月29日（火）～1月3日（日） 

12月28日（月）～1月4日（月） 

12月29日（火）～1月3日（日） 

12月29日（火）～1月3日（日） 

12月27日（日）～1月4日（月） 

12月29日（火）～1月3日（日） 

12月30日（水）～1月3日（日）〔緊急患者は診療可〕 

12月29日（火）～1月3日（日） 

12月28日（月）～1月4日（月） 

12月27日（日）～1月4日（月） 

12月29日（火）午後～1月3日（日） 

　物品の有効利用をはかるため、再利用品の
紹介をしています。産業振興課が窓口となり
ますが、交渉は直接、本人同士でしていただ
きます。 
 

【ゆずります】 
　● 精華西中学校かばん、女子体操服など 
　● 南陽高等学校制服ズボン 
　　 (ウエスト79cm) 
　● ワープロ 
　● 図鑑・国語辞典・漢和辞典など 
 

【ゆずってください】 
　● ベビーベッド 
　● 家庭用ポータブルミシン 
　● 小型耕運機 
　● 幼児用自転車(補助輪付き)
　● 聖マリア幼稚園制服、かばん、 
　　 体操服など一式(男女両方) 
 
○問い合わせ 
　産業振興課 商工振興係 
　(4 95－1903・6 95－3973)

※12月30日(水)午前9時～正午は、院長による特別診療があります。 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

× 

○ 

○ 

○ 

× 

○ 

○ 

○ 




